
　令和７年度財政援助団体等監査について、横手市教育委員会教育長から当該監査の結果に基づき、

又は当該監査の結果を参考として措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、当該通知に係る事項を公表する。

　　令和８年１月３０日

種類 令和７年度　財政援助団体等監査

期間 令和７年７月４日～令和７年１１月２７日

範囲 令和６年度事業を対象

公の施設の指定管理者　１団体（２施設）

対象団体 措置を講じた事項
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（１）
一般財団法人横手市スポーツ協会の内部規程
に従い、速やかに職員給与規程の一部改正を
行うこととした。

監査報告書により指摘された事項の状況報告

指摘事項

（１）指定管理者に対して
期末手当について、現行の職員給与規程に定
めのない時期に、支出の内部決裁のみで一時
金として支給していた。

（２）所管部局に対して
特に指摘する事項はなかった。


